
 

 

 

令和８年座間市議会第２回定例会（６月） 

 

 

概 要 資 料 
 

 
付議案件 

補正予算［１件］、条例［１件］、専決処分の承認（条例）［２件］、 

財産の取得［３件］、市道認定［１件］、報告［６件］ 
 

 

  

 

資料No.1



令和８年座間市議会第２回（６月）定例会提出議案等一覧表 

令和８年６月５日提出 

№ 議 案 等 番 号 件     名 ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 議案第３０号 専決処分の承認について（座間市市税条例の一部を改正する条例） １ 

２ 議案第３１号 
専決処分の承認について（座間市国民健康保険税条例の一部を改正す
る条例） 

２ 

３ 議案第３２号 令和８年度座間市一般会計補正予算（第１号） ３ 

４ 議案第３３号 座間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ４ 

５ 議案第３４号 財産の取得について ５ 

６ 議案第３５号 財産の取得について ５ 

７ 議案第３６号 財産の取得について ６ 

８ 議案第３７号 市道の路線の認定について ６ 

９ 報 告 第 ３ 号 令和７年度座間市一般会計継続費繰越計算書について ７ 

１０ 報 告 第 ４ 号 令和７年度座間市一般会計繰越明許費繰越計算書について ７ 

１１ 報 告 第 ５ 号 
専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ
て） 

８ 

１２ 報 告 第 ６ 号 
専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ
て） 

８ 

１３ 報 告 第 ７ 号 
専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ
て） 

９ 

１４ 報 告 第 ８ 号 
専決処分の報告について（座間市特定教育・保育及び特定地域型保育
に係る保護者負担額等に関する条例の一部を改正する条例） 

９ 
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議案第３０号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年３月３１日 

 

 改正の概要 

  地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税環境性能割の廃止、固定資産税等の特例

措置の規定及び条項の移動等に伴う所要の改正を行ったものです。 

 

 改正の内容 

⑴ 軽自動車税環境性能割の廃止 

 ア 環境性能割に係る規定及び条文中の種別割の文言の削除 

 イ アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の

種別割の特例に関する条例の題名、条文及び様式中の種別割の文言の削除 

 

⑵ 固定資産税等の特例措置の規定 

ア 地方税法附則第１５条第２４項第１号イに規定する太陽光を電気に変換する

特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税の課税標準の特例

割合 ２分の１ 

 イ 地方税法附則第１５条の１１第１項に規定する改修特別特定建築物に対して

課する固定資産税又は都市計画税の減額割合 ３分の１ 

 

⑶ 本条例において引用している条項の移動等に伴う条文の整備 

 

 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

 

 

  

専決処分の承認について（座間市市税条例の一部を改正する条例） 

問合せ先：市税総務課長 田中 ０４６－２５２－８０９４ 

専決処分（条例） 
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議案第３１号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年３月３１日 

 

 改正の概要 

  地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得を算定するため

の基準等を改め、子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額及び１８歳以

上被保険者均等割額の減額の規定を追加したものです。 

 

 改正の主な内容 

⑴ 国民健康保険税の軽減判定所得を算定するための基準の改正 

 区分 現行 改正後 

５割軽減 ３０万５，０００円 ３１万円 

２割軽減 ５６万円 ５７万円 

 

⑵ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（１，９００円）を１０割減額する規定

の追加 

 

⑶ 子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額（１００円）を

減額する規定の追加 

区分 減額内容 

７割、５割又は２割

軽減の対象被保険者 

軽減割合と同率を減額 

出産被保険者 出産予定月（又は出産月）の１月前から４月ま

で（多胎の場合は、出産予定月の３月前から６

月まで）に係る額を減額 

 

 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

専決処分の承認について（座間市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例） 

問合せ先：保険年金課長 原 ０４６－２５２－７０６４ 

専決処分（条例） 
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議案第３２号 
 

 

 

 歳入歳出補正額：     １２,５１６千円 

補正後予算額： ５３,４５７,８２１千円 

 内容 

  ・当初予算成立後に生じた事案に対応するため、増額補正します。 

 

 補正額の内訳 

歳入 

  ・財政調整基金繰入金                      12,516 千円 

 

歳出 

 

  ・企業投資促進事業費                      10,000 千円 

 

  ・電子計算業務費                        1,905 千円 

 

  ・人事管理事務費                         611 千円 

 

 

 その他 

  ・債務負担行為の変更 

 

 

 

 

 

  

地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 

 

持続可能な行財政運営 

 

施策体系外 

 

問合せ先：財政課長 東 ０４６－２５２－８１９４ 

令和８年度座間市一般会計補正予算（第１号） 

 

補正予算 
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議案第３３号 

 

 

 

 改正の概要 

  健康保険制度における収入要件が見直されたことに伴い、国の人事院規則が一部改

正されたため、扶養手当の支給要件における大学生年代の扶養親族の所得限度額を引

き上げます。 

 

 改正の内容 

改正内容 現行 改正後 

所得限度額 年額１３０万円以上の恒常的

な所得があると見込まれる者 

年額１３０万円以上（満１８歳に

達する日後の最初の４月１日から

満２２歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある者にあ

っては、年額１５０万円以上）の

恒常的な所得があると見込まれる

者 

 

 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 

  

座間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

問合せ先：職員課長 小林 ０４６－２５２－７２８４ 

条例 
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議案第３４号 

 

 

 

 名称 

高規格救急自動車 

 

 契約の相手方 

横浜市磯子区坂下町１番１号 

日産神奈川販売株式会社法人営業部 部長 大 山   隆 

 

 契約金額 

  １，９６６万８，０００円 

 

 

 

議案第３５号 

 

 

 

 名称 

小学校給食用食器ほか 

 

 契約の相手方 

座間市ひばりが丘二丁目３番３号 ハイツ７９９－２０２号 

有限会社鶴間金物店座間支店 支店長 北 川 佳代子 

 

 契約金額 

  ２，０６５万６，３１７円 

 

 

  

財産の取得について 

財産 

問合せ先：契約検査課長 會田 ０４６－２５２－７２９６ 

財産の取得について 

問合せ先：契約検査課長 會田 ０４６－２５２－７２９６ 
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議案第３６号 

 

 

 

 名称 

座間市立小・中学校学習用端末（ＣｈｒｏｍｅＯＳ） 

 

 契約の相手方 

厚木市中町二丁目６番２４号 三成ほていやビル 

株式会社有隣堂厚木営業所 所長 石 井 義 孝 

 

 契約金額 

  ４億９，１４６万５，２６０円 

 

 

 

議案第３７号 

 

 

 

 認定 

路 線 名 
起  点 

終  点 

 

入谷西１９３号線 
入谷西五丁目３６８番５地先 

入谷西五丁目３６８番１４地先 
開発行為によるもの 

ひばりが丘１９３号線 
ひばりが丘五丁目５４６０番８地先 

ひばりが丘五丁目５４６０番５地先 
開発行為によるもの 

 

 

 

 

市道の路線の認定について 

問合せ先：道路課長 佐藤 ０４６－２５２－８２４３ 

財産の取得について 

財産・市道 

問合せ先：契約検査課長 會田 ０４６－２５２－７２９６ 
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報告第３号 

 

 

 

 概要 

継続費に係る歳出予算の経費を令和７年度から令和８年度に繰り越したため、地方

自治法施行令第１４５条第１項の規定に基づき、繰越計算書を調製し、報告するもの。 

 

 該当事業名及び翌年度逓次繰越額 

コミュニティセンター大規模改修事業費 ほか２事業費 

５，８１１万５，０００円 

 

 

 

 

報告第４号 

 

 

 

 概要 

繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和７年度から令和８年度に繰り越したため、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し、報告する

もの。 

 

 該当事業名及び翌年度繰越額 

生活応援商品券事業費 ほか６事業費 

２３億２，２６８万３，１２８円 

 

 

 

 

  

令和７年度座間市一般会計継続費繰越計算書について 

報告 

問合せ先：財政課長 東 ０４６－２５２－８１９４ 

令和７年度座間市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

問合せ先：財政課長 東 ０４６－２５２－８１９４ 



 8 

報告第５号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年４月１日 

 事故の概要 

令和８年３月９日午前１１時１５分頃、座間市広野台一丁目４６番２７号先路上に

おいて、道路右側に停車していたごみ収集車が発進したところ、左後方から走行して

きた相手方（市外在住・５０代男性）車両に接触し、破損させたものです。 

 和解の要旨及び損害賠償の額 

市は、相手方に対し５０万５，６７０円を支払う。 

 

 

 

報告第６号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年４月１５日 

 事故の概要 

令和８年２月２４日午前９時５５分頃、座間市ひばりが丘三丁目３５番３６号にお

いて、庁用車が相手方（ひばりが丘三丁目在住・９０代男性）敷地内に駐車しようと

したところ、相手方建物の柱に接触し、柱及び基礎コンクリートを破損させたもので

す。 

 和解の要旨及び損害賠償の額 

市は、相手方に対し２１万５２０円を支払う。 

 

  

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て） 

問合せ先：クリーンセンター長 冠 ０４６－２５２－８７２４ 

報告 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て） 

問合せ先：介護保険課長 澤田 ０４６－２５２－７１３８ 
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報告第７号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年４月２０日 

 事故の概要 

令和７年９月３日午前８時３０分頃、相模が丘６－２子供広場において、市が管理

する側溝に設置していた金属製の蓋が外れていたことにより、歩行中の相手方（相模

が丘六丁目在住・６０代女性）が当該側溝に足を取られて転倒し、負傷させたもので

す。 

 和解の要旨及び損害賠償の額 

市は、相手方に対し１６万６，８２４円を支払う。 

 

 

報告第８号 

 

 

 

 専決処分日 

令和８年３月３１日 

 改正の概要 

子ども・子育て支援法施行令（以下「政令」という。）の一部改正に伴う条文の整理 

 改正の内容 

 現行 改正後 

条項の移動 政令 

第９条第１項 

政令 

第９条第２項 

 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

専決処分の報告について（座間市特定教育・保育及び特定地域型保育に

係る保護者負担額等に関する条例の一部を改正する条例） 

問合せ先：保育・幼稚園課長 田﨑 ０４６－２５２－８２３７ 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て） 

問合せ先：公園緑政課長 板橋 ０４６－２５２－８３１４ 

報告 


